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Ⅱ.都市再⽣整備計画に記載する内容 

◉ 都市再⽣整備計画に記載する事項は、以下のように、活⽤する協定や制度によって様々です。

 
※「滞在快適性等向上区域」は、以下この⼿引きでは「まちなかウォーカブル区域（通称）」といい

ます。また、「⼀体型滞在快適性等向上事業」は、「⼀体型ウォーカブル事業（通称）」といいます。
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※都市再⽣整備計画の作成にあたっては、国⼟交通省都市局まちづくり推進課もしくは管轄の

地⽅整備局等へ、お気軽にご相談ください。（相談窓⼝は巻末参照） 

 
  

参考：都市再⽣整備計画の計画期間について 
◉ 都市再⽣整備計画事業の交付期間は「3〜5 年」ですが、必ずしも計画期間と交付⾦の交付

期間が同⼀である必要はなく、計画期間は協定制度等を活⽤する期間を勘案し、地域の実
情に応じて柔軟に定めることが可能です。 

◉ まちづくりは⼀朝⼀⼣で実現するものではなく、関係者がゴールを共有しつつ、じっくり
進めていくことが肝⼼です。⼀⽅、まちづくりが進むにつれて、新たな事業や取組みが求
められるようにもなります。そこで、⻑期的にまちづくりの⽬標を定めた上で、都市再⽣
整備計画事業の取組内容は適宜⾒直し、更新していく、といった運⽤も考えられます。 
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 まちなかウォーカブル区域の設定範囲のイメージ 

参考：「居⼼地が良く歩きたくなる」まちなかの創出に当たって、必要に応じて配慮すべき点 
◉ 地域における官⺠の関係者とのビジョンの共有、公共施設・公共交通や⾃動⾞交通の実態

等を勘案した交流・滞在空間の形成 
◉ 必要に応じて関係団体等の意⾒を聴くなど、バリアフリーの観点への配慮、事業区域周辺

の住⺠に⼗分配慮した上で、⽣活に不便を⽣じさせないようにすること 
◉ まちなかエリアの公共交通の充実を図るための地域公共交通網形成計画との連携 
◉ 関係する公共施設管理者・都道府県公安委員会との事前の連絡調整や連携 
◉ ⼤規模な施設整備から⼩規模な取組まで地域の実情に応じた取組の選択、地域の伝統・⽂

化等資源の活⽤検討など特性に応じたまちづくりの推進 
◉ ⾞道の⼀部歩道化などハード整備のみならず、オープンカフェ設置など、にぎわい創出の

ためのソフトの取組との併⽤ 
◉ 市町村内の観光・福祉・交通部局などとの必要に応じた庁内連携 
◉ 歩⾏者利便増進道路制度（☞P.119）の活⽤の検討 
◉ ゆとりある交流・滞在空間等を、新型コロナウィルス感染拡⼤を予防する「新しい⽣活様

式」の定着に対応するための活⽤の検討 
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Ⅱ.滞在快適性等向上区域の指定により活⽤可能となる制度 

◉ 「まちなかウォーカブル区域」に指定された区域内では、⼀体型滞在快適性等向上事業（通称：
⼀体型ウォーカブル事業）をはじめ、以下に⽰す事業等を活⽤することができます。 

 

■ ⼀体型ウォーカブル事業 ☞P.80 
■ 都市公園法の特例等 
 看板等設置に係る都市公園の占⽤許可の特例 ☞P.89 
 公園施設の設置管理許可の特例 ☞P.93 
 公園施設設置管理協定制度 ☞P.95 

■ 駐⾞場法の特例等 
 特定路外駐⾞場の届出制度 ☞P.102 
 路外駐⾞場出⼊⼝の設置制限 ☞P.104 
 附置義務駐⾞施設の集約化・出⼊⼝設置制限 ☞P.107 

■ 普通財産の活⽤ ☞P.110 
■ 都市再⽣推進法⼈を経由した道路の占⽤等の許可の申請⼿続 ☞P.23 
■ 都市再⽣推進法⼈による交流・滞在空間の充実化に対する⾦融⽀援の活⽤ ☞P.125 




